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１ 推進体制 

 

推進体制については、体系図①のとおりとし、幅広い関係者の理解と参加を得て、計画を推進

します。 

 

（１） 県の役割 

県は、行政・関係機関・関係団体等の一体的な取組を推進する立場から、計画の推進及び

これらの関係者の連携の強化について中心的な役割を担います。このため、関係団体並び

に有識者によって構成される「愛知県健康づくり推進協議会」において、計画の進捗管理や

推進方策を検討するなど進行管理に努めます。 

また、市町村健康増進計画の推進のための支援を行うとともに、地域における健康状態や

生活習慣の状況の差の把握に努め、その情報の提供を行います。 

 

（２） 保健所の役割 

保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的拠点として、住民の健康状態や健康づ

くり資源等の把握に努め、地域の実情に応じた市町村計画の策定を支援するとともに、二次

医療圏地域・職域連携推進協議会を活用し、そこで明らかになった健康課題や健康格差に

対して、具体的な対策の検討並びに関係機関等と連携した取組を行います。 

 

（３） あいち健康の森健康科学総合センター（通称：あいち健康プラザ）の役割（体系図②） 

あいち健康プラザは、県民の健康づくりを支援する中心施設として、行政・関係機関・関係

団体等と連携を図りながら、県民の健康づくりに努めます。 

 

（４） 「あいち健康の森」の活用（体系図③） 

県は、来るべき超高齢社会に向けて、平成 18 年３月に発表した「健康長寿あいち宣言」に

基づき、「長生きしてよかった」と思えるあいちづくりを進めており、そのため、「あいち健康の

森」に立地している「健康づくり」、「医療」、「福祉」の専門施設が互いに連携・協力することで、

「健康長寿あいち」の実現を図ります。 

 

（５） 市町村及び多様な機関・団体との連携 

住民の生活に最も身近な行政単位である市町村においては、地域の健康課題を明らかに

し、解決に努めるとともに、住民が健康づくりに取組めるよう環境整備を含めた支援を行いま

す。また、地域の健康づくりの推進に関わる多様な機関・団体等は、計画の目標を達成する

ため、それぞれの機能や役割に応じた行動計画をできるだけ具体的に設定し、効果的な取組

を進めていくことが望まれます。 

県は、各機関・団体等が、主体的に健康づくりに取組み、互いの役割を理解しながら相互

に協力できるよう、関係者へ計画の周知を図り、社会全体で健康づくりに取組める環境整備

に努めます。 
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体系図① 推進体制 

 

県 

○計画の策定 

○推進状況、推進方策の 

検討並びに進行管理 

○健康情報の収集・分析 

○市町村支援 

○指導者の育成・支援 

 

保健所 

○地域の健康に関する 

  調査研究・企画調整 

○各種健康教育・相談 

○市町村支援 

○指導者の育成・支援 

 

●がんセンター 
がん罹患状況の解析など、がん予防の 

ための調査・研究 

●衛生研究所 
○研究・疫学調査 

○データ処理・解析 

●精神保健福祉センター 
精神保健福祉に関する相談・調査・研究 

 
健康増進施設 

○運動の場の提供  
教育関係機関 

○保健教育 

○保健管理 

 
健診機関 

○健康診査 

 
企業 

○健康教育・相談 

 

医療機関・薬局 

○治療 

○教室・相談の紹介 

○情報提供 

○健康教育・相談 

 

民間業者・NPO 
ボランティア団体 
○仲間作り 

○住民に密着した 

  健康づくり 

 

医療保険者 

○健康診査、保健指導 

○健康教育・相談 

重症化予防 

早期発見 

発症予防 

 
あいち健康の森 

 

あいち健康の森健康科学総合センター 
（通称：あいち健康プラザ） 

○研究開発実践機能 

○指導者養成機能 

○研究開発機能 

○交流・支援機能 

●国立長寿医療研究センター 

●あいち小児保健医療総合センター 等 

●あいち介護予防支援センター 
人材育成、相談・支援、技術的支援、 

情報収集・提供、普及啓発 

 

栄養ケアステーション 
○栄養相談・支援 

地域包括支援センター 
○高齢者への相談・支援 

○介護予防ケアマネジメント 

市町村 

○市町村計画の策定・推進 

○健康診査、事後指導、受診勧奨 

○各種健康教育・相談 

○訪問指導 

○指導者の育成・支援 

○自助グループへの育成・支援 
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• 健康情報の収 
集・提供 

• 情報誌 

• ホームページ 

• 健康度評価・健康
づくり処方に関す
る研究 

• 調査研究 

• 健康づくりリーダ
ーの養成・育成 

• 指導者セミナー 

• 実践活動指導  

• 健康度評価 

• 健康づくり教室 

研究開発
実践機能 

  

 

交 流 ・ 
支援機能 

 

研究開発
機 能 

あいち健康の森 

健康科学総合センター 

 

県  民 

指導者養成機能 

 

● 県民の健康づくり活動が継続して行わ

れるよう、健康づくりの専門家やボラン

ティア等の人材を育成・養成し、活動の

促進を図ります。 

研究開発機能 
 

● 国の厚生労働科学研究事業や大学、

研究機関等と連携して、健康づくりに

関する研究・開発を進め、実践に役立

てます。 

 

交流・支援機能 
 

● 教材の作成、健康情報誌の発行等に

より健康づくりに関する知識を普及す

るとともに、インターネット等を通じて健

康増進施設、健康づくりグループ、イ

ベント等の情報を提供します。 

健康開発実践機能 

 

● 健康度評価、健康づくり、生活習慣病

予防プログラム等を実施し、一人ひと

りに合った健康づくりの実践処方を提

供します。 
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